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１ 九都県市における広域道路ネットワークの整備状況

〇首都圏では、東京外かく環状道路や首都圏中央連絡自動車道、首都高速道路等の整
備が進められてきており、首都圏の経済活動をささえている

ネットワークの不連続等により時間を要しているケースも多く、シームレスな接続が必要
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出典：基盤施設整備に関する九都県市連絡協議会 パンフレットをもとにさいたま市が加工



２ 大規模災害時における高規格道路の機能確保

首都圏においても、ネットワークの多重性や代替性を高める必要

出典：国土交通省 北陸地方整備局 発生から１カ月の取り組みのとりまとめ（R6.1.31）資料

〇激甚化・頻発化する自然災害への対応が喫緊の課題であり、災害時の円滑な避難、
救援、復旧活動を支える広域道路ネットワークの機能確保が重要
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（参考）令和6年能登半島地震における高規格道路の被害状況



３ 広域道路ネットワーク計画の策定（2021年7月）

出典：社会資本整備審議会道路分科会第56回国土幹線道路部会資料をもとにさいたま市が加工

〇平常時・災害時及び物流・人流の観点を踏まえた広域道路ネットワーク計画を策定
（広域道路のうち、高規格幹線道路や地域高規格道路を高規格道路に位置付け）

今後、さらに広域道路ネットワークの整備を推進

関東ブロック 広域道路ネットワーク計画図

出典：関東ブロック新広域道路交通計画（2021年7月）をもとにさいたま市が加工

広域道路ネットワークの位置づけ
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４ 有料道路事業制度の更なる活用

有料道路事業制度の更なる活用により、地方の財政負担を軽減

〇有料道路事業については、道路整備特別措置法の改正（2023年）により、高速道路の更
新・進化のための債務返済期間は最長で2115年まで延長され、持続可能な財源を確保

〇しかし、高規格道路等の整備の加速化のためには、現状の有料道路事業費では十分とは
言えず、有料道路事業制度の更なる活用が必要

高速道路整備費イメージ
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有料道路事業費
（高速道路利用者の負担）

公共事業費
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有料道路事業費
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５ 各建設資材単価や労務単価の上昇

事業費の拡大により、公共事業費の一部を負担している地方の負担が増加

〇近年の原材料費の高騰昇等により各建設資材価格や労務費が高騰

資料出典： 公共労務単価 ※適用：埼玉県
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１ 首都圏の交通の円滑化や都市の活性化を図る広域道路ネットワークを構成す

る高規格道路等について、早期に整備し開通させること。

２ 高規格道路等の整備に必要となる財源の計画的な確保に向けた有料道路事

業制度の更なる活用により、地方の財政負担軽減に努めること。

３ 今後の事業推進にあたっては、積極的に新技術を採用する等のコスト縮減を

行い、地方の財政負担軽減に努めること。
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６ 要望事項 P6


